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42イ
ギ
リ
ス

長
期
失
業
者
・
就
業
困
難
者

向
け
の
新
た
な
就
業
支
援
制

度
を
導
入

　

政
府
は
六
月
一
〇
日
、
長
期
失
業

者
や
就
業
困
難
者
を
対
象
と
し
た
新

た
な
雇
用
支
援
策
「
ワ
ー
ク
・
プ
ロ

グ
ラ
ム
」
を
導
入
し
た
。
既
存
の
複

数
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
統
合
の
上
、
実

施
を
民
間
業
者
や
非
営
利
団
体
な
ど

に
委
託
。
プ
ロ
グ
ラ
ム
参
加
者
の
困

難
の
度
合
い
や
雇
用
が
持
続
し
た
期

間
な
ど
の
成
果
に
応
じ
て
委
託
費
を

支
払
う
も
の
で
、
具
体
的
な
支
援
内

容
は
請
負
事
業
者
の
自
主
的
な
取
り

組
み
に
委
ね
る
。
政
府
は
五
年
間
で

お
よ
そ
二
四
五
万
人
の
参
加
を
見
込

ん
で
い
る
。

成
果
に
応
じ
て
委
託
費
の
支
払
額

を
決
定

　

ワ
ー
ク
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
一
定

期
間
を
超
え
て
失
業
状
態
に
あ
る
求

職
者
手
当
受
給
者
な
ら
び
に
就
業
困

難
者
向
け
給
付
制
度
の
受
給
者
を
対

象
に
、
グ
レ
ー
ト
ブ
リ
テ
ン
（
イ
ン

グ
ラ
ン
ド
、
ウ
ェ
ー
ル
ズ
、
ス
コ
ッ

ト
ラ
ン
ド
）
で
実
施
さ
れ
る
も
の
。

前
政
権
に
よ
る
各
種
の
就
業
支
援
プ

ロ
グ
ラ
ム
を
単
一
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
に

統
合
し
、
民
間
企
業
や
非
営
利
団
体

な
ど
に
支
援
事
業
を
委
託
し
て
、
支

援
内
容
も
一
任
す
る
形
を
取
る（
１
）。

地
域
毎
に
入
札
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ

る
元
請
事
業
者（
２
）は
、
さ
ら
に
各

地
域
の
専
門
的
な
企
業
・
非
営
利
団

体
等
の
下
請
け
組
織
を
通
じ
て
支
援

事
業
を
実
施
す
る
。

　

プ
ロ
グ
ラ
ム
の
対
象
者
は
、
年
齢

や
境
遇
な
ど
就
職
が
困
難
な
度
合
に

応
じ
て
八
グ
ル
ー
プ
に
分
け
ら
れ
、

給
付
の
受
給
期
間
な
ど
所
定
の
条
件

に
応
じ
て
ジ
ョ
ブ
セ
ン
タ
ー
・
プ
ラ

ス
か
ら
各
元
請
事
業
者
に
紹
介
さ
れ

る
。
参
加
期
間
は
最
長
で
一
〇
四
週

（
二
年
間
）。
プ
ロ
グ
ラ
ム
終
了
時

に
仕
事
が
得
ら
れ
て
お
ら
ず
、
給
付

を
申
請
す
る
場
合
は
、
再
び
ジ
ョ
ブ

セ
ン
タ
ー
・
プ
ラ
ス
に
よ
る
支
援
に

戻
る
こ
と
に
な
る
。

　

同
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
大
き
な
特
徴
は
、

成
果
に
基
づ
い
た
委
託
費
の
支
払
い

制
度
を
新
た
に
導
入
し
た
点
に
あ
る
。

支
援
自
体
よ
り
も
、
参
加
者
が
仕
事

に
就
き
、
雇
用
が
一
定
期
間
以
上
継

続
し
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
、
支
払

額
が
決
定
さ
れ
る
。
支
払
い
条
件
は

全
国
一
律
で
、
対
象
者
の
参
加
時
点

（attachm
ent fee

―
四
〇
〇
～
六
〇

〇
ポ
ン
ド
）、
雇
用
の
継
続
・
累
積

期
間
が
基
準
に
達
し
た
時
点
（job 

outcom
e paym

ent

―
若
年
及
び
成

人
の
求
職
者
手
当
受
給
者
は
二
六
週
、

そ
れ
以
外
の
グ
ル
ー
プ
は
一
三
週
で
、

一
〇
〇
〇
～
三
五
〇
〇
ポ
ン
ド
。
受

託
事
業
者
に
よ
り
異
な
る
）、
以
降

雇
用
が
継
続
し
て
い
る
四
週
間
毎

（sustainm
ent paym

ent

―
一
七
〇

～
三
七
〇
ポ
ン
ド
×
一
三
～
二
六

回
）
に
、
支
払
額
が
加
算
さ
れ
る
。

さ
ら
に
、
若
年
及
び
成
人
の
求
職
者

手
当
受
給
者
（
グ
ル
ー
プ
１
・
２
）

及
び
所
得
調
査
制
雇
用
・
生
活
補
助

手
当
の
受
給
者
で
、
三
カ
月
以
内
に

就
労
が
可
能
と
み
ら
れ
る
就
労
関
連

活
動
グ
ル
ー
プ
（
グ
ル
ー
プ
６
）
に

つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
層
が
支
援
を

受
け
な
い
場
合
に
想
定
さ
れ
る
就
業

率
を
設
定
、
こ
れ
を
三
〇
％
以
上
上

回
っ
た
分
に
つ
い
て
報
奨
金

（incentive paym
ent

―
一
〇
〇
〇

ポ
ン
ド
）
が
支
払
わ
れ
る
。
た
だ
し
、

こ
の
基
準
を
一
〇
％
以
上
上
回
る
こ

と
が
出
来
ず
、
改
善
も
見
込
め
な
い

場
合
に
は
、
契
約
が
打
ち
切
ら
れ
る

可
能
性
も
あ
る
。

　

な
お
、
参
加
時
点
の
支
払
い
は

年
々
減
額
の
上
、
四
年
後
に
は
廃
止
、

ま
た
雇
用
期
間
が
基
準
（
二
六
週
・

一
三
週
）
に
達
し
た
時
点
で
の
支
払

い
も
、
三
年
目
以
降
は
年
一
〇
％
ず

つ
減
額
さ
れ
る
こ
と
が
決
ま
っ
て
お

り
、
こ
れ
以
降
の
継
続
的
な
雇
用
に

対
す
る
支
払
い
の
比
重
が
高
ま
る
こ

と
に
な
る
。
元
請
事
業
者
と
の
契
約

期
間
は
七
年
間（
３
）、
成
果
に
応
じ

て
委
託
費
が
変
動
す
る
こ
と
か
ら
、

想
定
さ
れ
る
予
算
額
は
三
〇
億
～
五

〇
億
ポ
ン
ド
と
幅
が
あ
る
。
う
ち
一

部
は
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
実
施
に
よ
り
節

約
が
見
込
ま
れ
る
将
来
の
給
付
予
算

の
節
約
分
が
充
て
ら
れ
る
。
同
時
に
、

欧
州
社
会
基
金
（
教
育
訓
練
等
を
通

じ
た
雇
用
促
進
策
に
対
す
る
Ｅ
Ｕ
の

補
助
制
度
）
も
財
源
の
一
部
に
充
当

さ
れ
る
。

支
援
が
困
難
な
対
象
者
・
地
域
が

放
置
さ
れ
る
可
能
性
も

　

業
界
団
体
や
使
用
者
組
織
等
か
ら

は
、
請
負
事
業
者
に
支
援
内
容
に
関

す
る
裁
量
が
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と

や
、
成
果
ベ
ー
ス
の
委
託
費
支
払
い

制
度
な
ど
を
歓
迎
す
る
意
見
も
み
ら

れ
る（
４
）。
し
か
し
一
方
で
、
と
り

わ
け
成
果
に
基
づ
く
支
払
い
制
度
を

中
心
に
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
有
効
性
を

疑
問
視
す
る
声
も
強
い
。

　

そ
の
一
つ
は
、
事
業
者
が
就
職
し

や
す
い
参
加
者
を
選
択
的
に
支
援
す

る
の
で
は
な
い
か
、
と
の
懸
念
だ
。

雇
用
状
況
が
未
だ
厳
し
い
中
で
、
継

続
的
な
雇
用
の
実
績
に
よ
り
利
益
を

上
げ
る
た
め
に
、
事
業
者
が
就
職
困

難
者
や
高
失
業
地
域
の
支
援
を
放
棄

し
て
、
よ
り
就
職
が
容
易
な
層
・
地

域
を
優
先
す
る
可
能
性
が
危
惧
さ
れ

て
い
る
。
特
に
、
昨
年
か
ら
開
始
さ

れ
て
い
る
就
労
困
難
者
向
け
給
付

（
就
労
不
能
給
付
）
受
給
者
の
受
給

資
格
の
再
評
価
作
業
を
通
じ
て
、
支

援
の
難
し
い
求
職
者
や
就
労
困
難
者

は
今
後
ま
す
ま
す
増
加
す
る
と
見
ら

れ
る
。
政
府
は
、
難
易
度
に
応
じ
た

支
払
い
条
件
の
設
定
に
よ
り
イ
ン
セ

ン
テ
ィ
ブ
を
高
め
た
と
し
て
い
る
が
、

庶
民
院
の
雇
用
年
金
特
別
委
員
会
を

は
じ
め
、
そ
の
効
果
を
危
ぶ
む
声
は

多
い（
５
）。

　

関
連
し
て
、
委
託
に
係
る
支
払
条

件
が
厳
し
い
こ
と
も
、
支
援
事
業
者

の
参
加
を
困
難
に
し
て
い
る
と
み
ら

れ
る
。
制
度
上
の
委
託
額
は
、
若
者

向
け
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
参
加
者
一
人
当

た
り
最
高
四
八
一
〇
ポ
ン
ド
、
ま
た

最
も
支
援
が
困
難
と
位
置
づ
け
ら
れ

る
所
得
調
査
制
の
就
業
困
難
者
向
け

給
付
受
給
者
に
対
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム

で
最
高
一
万
三
七
二
〇
ポ
ン
ド
と
な

る
（
い
ず
れ
も
初
年
度
、
報
奨
金
を

含
む
）。
し
か
し
、
非
営
利
団
体
イ

ン
ク
ル
ー
ジ
ョ
ン
（Inclusion

）
の

試
算
に
よ
れ
ば
、
実
際
に
は
雇
用
の

継
続
や
就
業
率
な
ど
の
条
件
を
満
た

す
こ
と
は
難
し
く
、
結
果
と
し
て
一

人
当
た
り
の
平
均
は
一
二
〇
〇
ポ
ン

ド
程
度
に
止
ま
る
と
い
う
。
教
育
訓

練
プ
ロ
バ
イ
ダ
ー
の
業
界
組
織
で
あ

る
Ａ
Ｅ
Ｌ
Ｐ
も
、
現
在
の
支
払
条
件

は
持
続
可
能
と
は
言
い
難
い
と
し
て
、

政
府
に
再
考
を
求
め
て
い
る
。
政
府

も
、
一
連
の
支
払
条
件
に
つ
い
て
は

見
直
し
の
必
要
が
生
じ
る
可
能
性
を

認
め
て
い
る
と
こ
ろ
だ
。

　

さ
ら
に
、
一
部
の
大
手
民
間
企
業

へ
の
シ
ェ
ア
の
集
中
な
ど
、
担
い
手

の
問
題
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
政
府

は
、
下
請
事
業
者
と
し
て
少
な
く
と

も
非
営
利
団
体
約
三
〇
〇
組
織
が
プ

ロ
グ
ラ
ム
の
実
施
に
参
加
す
る
こ
と

を
想
定
し
て
お
り（
６
）、
政
府
自
ら

が
提
唱
す
る
「
大
き
な
社
会
」（
中
央

政
府
に
よ
る
公
共
サ
ー
ビ
ス
を
削
減
、

自
治
体
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
シ
フ
ト

さ
せ
る
と
い
う
コ
ン
セ
プ
ト
）
を
促

進
さ
せ
る
も
の
と
位
置
づ
け
て
い
る
。

海
外
労
働
事
情
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し
か
し
、
イ
ン
ク
ル
ー
ジ
ョ
ン
の
試

算
に
よ
れ
ば
、
元
請
事
業
者
一
八
社

の
う
ち
大
手
民
間
企
業
四
社
が
参
加

者
全
体
の
五
三
％
を
扱
う
こ
と
に
な

り（
７
）、
こ
う
し
た
大
手
企
業
は
費

用
節
減
の
た
め
、
非
営
利
団
体
を
下

請
け
業
者
と
し
て
活
用
せ
ず
に
自
社

組
織
で
事
業
を
実
施
す
る
傾
向
に
あ

る
と
い
う
。
既
に
、
従
来
の
プ
ロ
グ

ラ
ム
に
携
わ
っ
て
い
た
非
営
利
団
体

が
、
新
た
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
か
ら
の
資

金
を
得
る
こ
と
が
出
来
ず
に
、
組
織

縮
小
や
閉
鎖
に
直
面
し
て
い
る
事
例

も
現
地
メ
デ
ィ
ア
で
報
じ
ら
れ
始
め

て
お
り
、
こ
う
し
た
組
織
が
こ
れ
ま

で
に
蓄
積
し
た
支
援
の
ノ
ウ
ハ
ウ
な

ど
が
失
わ
れ
る
こ
と
が
懸
念
さ
れ
て

い
る
。

［
注
］

１
．
従
来
の
長
期
失
業
者
や
求
職
者
向
け

の
就
業
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
「
ニ
ュ
ー

デ
ィ
ー
ル
」
は
、
若
者
、
成
人
、
高
齢
者
、

障
害
者
、
一
人
親
な
ど
対
象
層
毎
に
プ

ロ
グ
ラ
ム
を
設
け
て
い
た
。
さ
ら
に
二

〇
〇
九
年
一
〇
月
以
降
は
、
長
期
失
業

者
を
中
心
に
、
民
間
企
業
や
非
営
利
団

体
へ
の
委
託
に
よ
り
内
容
の
柔
軟
化
を

は
か
る
「
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
・
ニ
ュ
ー

デ
ィ
ー
ル
」
が
段
階
的
に
導
入
さ
れ
、

二
〇
一
〇
年
一
〇
月
に
は
全
国
で
の
実

施
が
決
ま
っ
て
い
た
が
、
新
政
権
は
こ

れ
を
中
止
し
た
。
こ
の
ほ
か
、
高
失
業

地
域
で
実
施
さ
れ
て
い
た
「
エ
ン
プ
ロ

イ
メ
ン
ト
・
ゾ
ー
ン
」
や
、
よ
り
就
業

が
困
難
な
障
害
者
向
け
の
支
援
プ
ロ
グ

ラ
ム
で
あ
る「
就
労
へ
の
道
」（P

athw
ays 

to W
ork

）
な
ど
も
、
ワ
ー
ク
・
プ
ロ
グ

ラ
ム
に
統
合
さ
れ
て
い
る
。

２
．
グ
レ
ー
ト
ブ
リ
テ
ン
を
一
八
地
域
に

分
割
の
う
え
、
各
地
域
で
二
～
三
社
、

延
べ
四
〇
社
が
選
定
さ
れ
た
が
、
大
手

企
業
が
複
数
地
域
を
担
当
し
て
い
る
。

３
．
う
ち
最
後
の
二
年
間
は
、
五
年
目
ま

で
に
受
け
入
れ
た
参
加
者
に
対
す
る
支

援
の
実
施
に
充
て
ら
れ
る
。

４
．
例
え
ば
、
公
的
雇
用
サ
ー
ビ
ス
を
請

け
負
う
企
業
な
ど
が
加
盟
す
る
業
界
団

体
Ｅ
Ｒ
Ｓ
Ａ
や
、
人
材
ビ
ジ
ネ
ス
の
業

界
団
体
で
あ
る
Ｒ
Ｅ
Ｃ
、
イ
ギ
リ
ス
産

業
連
盟
（
Ｃ
Ｂ
Ｉ
）
な
ど
。

５
．
シ
ン
ク
タ
ン
ク
の
ワ
ー
ク
・
フ
ァ
ウ

ン
デ
ー
シ
ョ
ン
（W

ork F
oundation

）

の
ほ
か
、
イ
ギ
リ
ス
労
働
組
合
会
議
（
Ｔ

Ｕ
Ｃ
）、
イ
ン
ク
ル
ー
ジ
ョ
ン
な
ど
。

６
．
元
請
事
業
者
一
八
社
（
う
ち
一
六
社

は
民
間
企
業
、
二
社
が
非
営
利
組
織
）

が
提
出
し
た
計
画
書
に
基
づ
く
政
府
の

集
計
。
全
体
で
は
、
下
請
事
業
者
約
一

〇
〇
〇
組
織
の
参
加
が
見
込
ま
れ
て
い

る
。

７
．
政
府
に
よ
る
地
域
毎
の
参
加
人
数
予

測
か
ら
、
当
該
各
地
域
の
複
数
の
元
請

事
業
者
に
均
等
に
配
分
さ
れ
た
場
合
を

前
提
に
試
算
し
た
シ
ェ
ア
。
な
お
同
計

算
に
よ
れ
ば
、
非
営
利
団
体
二
組
織
の

シ
ェ
ア
は
八
％
程
度
と
な
っ
て
い
る
。
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公
務
員
労
組
に
逆
風
━
━
基

本
的
権
利
に
制
限
を
加
え
る

動
き

　

二
月
か
ら
全
米
各
州
で
労
働
組
合

の
基
本
的
権
利
に
制
限
を
加
え
る
動

き
が
み
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
、

ウ
ィ
ス
コ
ン
シ
ン
州
で
法
案
成
立
に

向
け
た
障
害
が
取
り
除
か
れ
つ
つ
あ

り
、
連
邦
で
も
反
公
務
員
労
組
の
動

き
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
の
動
き
の
現
在
と
と
も
に
、

ニ
ュ
ー
ハ
ン
プ
シ
ャ
ー
州
で
進
行
中

の
州
公
務
員
に
対
す
る
労
働
条
件
、

社
会
保
障
水
準
の
低
下
を
追
っ
た
。

ウ
ィ
ス
コ
ン
シ
ン
州
で
法
案
が
成

立
の
見
通
し

　

六
月
一
五
日
、
ウ
ィ
ス
コ
ン
シ
ン

州
最
高
裁
判
所
は
州
公
務
員
労
組
の

権
利
を
制
限
す
る
法
案
審
議
手
続
き

に
関
す
る
訴
訟
に
関
し
、
手
続
き
が

公
正
に
行
わ
れ
た
と
す
る
裁
定
を

行
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
法
案
は
成

立
の
見
通
し
で
あ
る
。
こ
の
法
案
に

は
公
務
員
労
組
の
基
本
的
権
利
の
制

限
が
織
り
込
ま
れ
て
い
る
。
そ
れ
は

次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
・
団
体
交
渉
を
賃
金
の
み
に
制
限

・
賃
上
げ
は
消
費
者
物
価
指
数
上
昇

内
に
留
め
る

・
消
費
者
物
価
指
数
を
上
回
る
賃
上

げ
は
住
民
投
票
に
よ
る
賛
成
を
必

要
と
す
る

・
労
働
協
約
の
期
限
は
一
年
単
位
と

し
、
新
協
約
が
締
結
さ
れ
る
ま
で

賃
上
げ
は
凍
結
さ
れ
る

・
団
体
交
渉
単
位
と
し
て
認
定
を
受

け
る
た
め
に
組
合
員
に
よ
る
投
票

を
毎
年
行
っ
て
過
半
数
を
獲
得
し

て
い
る
こ
と
を
示
す
こ
と

・
組
合
費
チ
ェ
ッ
ク
オ
フ
制
度
を
廃

止
す
る
こ
と

・
組
合
員
は
組
合
費
を
任
意
に
支
払

え
る
よ
う
に
（
任
意
に
支
払
わ
な

く
て
も
よ
い
よ
う
に
）
す
る
こ
と

　

こ
の
法
案
を
審
議
す
る
に
あ
た
り
、

民
主
党
は
強
硬
に
反
対
し
て
い
た
。

ウ
ィ
ス
コ
ン
シ
ン
州
は
下
院
、
上
院

と
も
に
法
案
に
賛
成
す
る
共
和
党
が

多
数
派
を
占
め
る
。
し
た
が
っ
て
、

民
主
党
上
院
議
員
が
投
票
に
必
要
な

人
数
を
満
た
す
こ
と
を
防
ぐ
た
め
、

議
会
へ
の
出
席
を
拒
否
し
て
い
た
の

で
あ
る
。

表　ワークプログラムの概要
グループ 対象者 委託開始時期* 参加義務

１ 失業者（求職
者手当受給
者）

１8 ～ 24歳 9カ月後** 義務

2 25歳以上 １2カ月後** 義務

３ 非常に不利な条件から早期の参加が
必要な者（大きな困難を抱える若者、
ニート、犯罪歴のある者）

３カ月後 状況によ
り義務ま
たは任意

4 就労不能給付から最近移行した者 ３カ月後 義務

5 就労困難者
（雇用・生活
補助手当***受
給者）

拠出制または所得調査制手当の受給
者で、就労関連活動グループに属す
るが短期的には就労が困難な者、ま
たは支援グループに属する者

随時 任意

６ 所得調査制手当の受給者で、就労関
連活動グループ（３カ月以内に就労可
能になると見込まれる場合）または
支援グループに属する者

随時 状況によ
り義務ま
たは任意

７ 就労不能給付から最近移行した所得
調査制手当の受給者で、就労関連活
動グループ（３カ月以内に就労可能に
なると見込まれる場合）または支援
グループに属する者

随時 状況によ
り義務ま
たは任意

8 就労困難者
（就労不能給
付または所得
補助受給者）

就労能力評価を受けていない者**** 随時 任意

* 各種手当の受給開始からの期間。
** 従来のプログラムでは、若者向けニューディールが６カ月後、成人向けが１8カ月後、こ
れらを統合したフレキシブル・ニューディールが１2カ月後となっていた。
*** 就労困難者向け給付制度として2008年１0月に導入。健康上の問題の有無よりも就労に
必要な能力に注目した「就労能力評価」に基づき、申請者を（１）就労関連活動グループ（健
康上の問題が軽度で就労に移行しやすい者）、（2）支援グループ（重度の健康上の問題があ
る者）及び（３）就労可能なグループ（雇用・生活補助手当の受給は不可）に区分して、受給
の可否や条件を判断するもの。国民保険への拠出に基づく拠出制と、低所得者向けの所
得調査制がある。
**** 20１4年までに求職者手当もしくは雇用・生活補助手当に移行予定。
参考資料： "The Work Programme - Invitation to Tender, Specification and Supporting 

Information"（20１0）、"Notification to bidders on changes to requirements in 
work programme - 28 January"（20１１）、DWP
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共
和
党
お
よ
び
共
和
党
出
身
の
州

知
事
は
民
主
党
上
院
議
員
を
議
会
へ

出
席
さ
せ
る
こ
と
を
断
念
し
、
上
院

の
か
わ
り
に
特
別
委
員
会
を
設
置
し

て
、
民
主
党
議
員
抜
き
で
三
月
九
日

に
法
案
を
可
決
す
る
方
法
を
選
択
し

た
。
こ
れ
に
よ
り
、
翌
日
に
法
案
に

修
正
を
加
え
て
再
び
下
院
に
送
り
、

可
決
し
た
の
で
あ
る
。

　

反
対
派
は
、
特
別
委
員
会
設
置
の

招
集
か
ら
開
催
ま
で
の
時
間
が
短
す

ぎ
る
と
し
て
訴
訟
手
続
き
を
行
っ
た
。

こ
の
訴
え
が
州
最
高
裁
で
四
対
三
の

僅
差
で
退
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
裁
定
に
先
ん
じ
て
、
新
た
に

採
用
さ
れ
る
警
察
職
員
、
消
防
職
員

の
年
金
、
社
会
保
障
に
関
す
る
労
働

者
個
人
負
担
が
引
き
上
げ
ら
れ
る
こ

と
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
ウ
ィ
ス
コ
ン

シ
ン
州
の
上
下
院
議
員
か
ら
な
る
財

政
両
院
協
議
会
が
行
っ
た
六
月
三
日

の
採
決
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
協

議
会
は
こ
の
件
を
団
体
交
渉
事
項
か

ら
除
外
す
る
こ
と
も
付
帯
し
て
決
議

し
た
。

　

警
察
職
員
、
消
防
職
員
は
団
結
権
、

団
体
交
渉
権
が
認
め
ら
れ
て
い
た
も

の
の
、
争
議
権
は
も
と
も
と
な
か
っ

た
。
一
方
、
そ
れ
以
外
の
州
公
務
員

労
組
は
争
議
権
を
有
し
て
い
た
が
、

今
回
の
法
案
が
成
立
す
る
こ
と
に
よ

り
、
団
体
交
渉
権
、
争
議
権
と
も
に

大
き
な
制
限
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。

そ
の
た
め
、
警
察
職
員
、
消
防
職
員

に
対
し
て
行
わ
れ
た
労
働
条
件
、
社

会
保
障
の
引
き
下
げ
は
そ
れ
以
外
の

州
公
務
員
に
対
す
る
同
様
の
措
置
の

布
石
と
な
る
だ
ろ
う
。

連
邦
公
務
員
組
合
員
の
組
合
費

チ
ェ
ッ
ク
オ
フ
を
停
止
す
る
法
案

が
提
出

　

反
労
働
組
合
的
な
動
き
は
州
政
府

に
留
ま
ら
な
い
。

　

六
月
七
日
、
共
和
党
議
員
に
よ
る

「
従
業
員
権
限
委
譲
法
（T

he 
E

m
pow

er E
m

ployees A
ct

）」
が

連
邦
議
会
に
提
案
さ
れ
た
。
こ
の
法

案
は
表
面
的
に
は
従
業
員
の
権
利
を

拡
大
す
る
と
し
て
い
る
。
そ
の
中
身

は
、
労
働
組
合
が
行
う
組
合
費
徴
収

業
務
の
代
行
を
停
止
す
る
こ
と
で
あ

る
。

　

現
在
、
連
邦
政
府
は
給
与
か
ら
自

動
的
に
組
合
費
を
引
き
落
と
す
こ
と

で
、
労
働
組
合
が
行
う
組
合
費
徴
収

作
業
を
代
行
し
て
い
る
（
チ
ェ
ッ
ク

オ
フ
）。
こ
の
代
行
作
業
を
取
り
や

め
る
こ
と
で
経
費
削
減
と
す
る
と
と

も
に
、
組
合
費
を
支
払
い
続
け
る
か

ど
う
か
に
つ
い
て
の
選
択
を
従
業
員

の
判
断
に
委
ね
る
と
す
る
。
し
か
し
、

チ
ェ
ッ
ク
オ
フ
を
や
め
れ
ば
組
合
費

の
徴
収
率
が
下
が
る
こ
と
に
つ
な
が

り
か
ね
な
い
。
こ
れ
に
よ
り
、
労
働

組
合
が
提
供
す
る
サ
ー
ビ
ス
に
タ
ダ

乗
り
（
フ
リ
ー
ラ
イ
ド
）
す
る
従
業

員
が
増
え
る
可
能
性
が
あ
る
。
結
果

と
し
て
不
公
平
感
を
も
た
ら
し
、
間

接
的
で
は
あ
る
が
、
労
働
組
合
に

と
っ
て
大
き
な
打
撃
と
な
る
。

　

同
様
の
内
容
は
ウ
ィ
ス
コ
ン
シ
ン

州
で
実
施
さ
れ
る
予
定
の
法
案
に
も

織
り
込
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
法
案
が

連
邦
法
と
し
て
成
立
す
る
見
込
み
は

低
い
も
の
の
、
共
和
党
は
あ
ら
ゆ
る

と
こ
ろ
で
労
働
組
合
の
基
本
的
権
利

に
制
限
を
か
け
る
こ
と
を
試
み
て
い

る
。ニ

ュ
ー
ハ
ン
プ
シ
ャ
ー
州
で
は
年

金
額
お
よ
び
退
職
年
齢
の
見
直
し

　

直
接
的
な
反
組
合
的
な
動
き
で
は

な
い
も
の
の
、
ニ
ュ
ー
ハ
ン
プ

シ
ャ
ー
州
で
は
年
金
額
お
よ
び
退
職

年
齢
の
見
直
し
を
定
め
る
「
公
務
員

年
金
法
（a public employee pension 

bill

）」
を
州
知
事
が
承
認
し
た
。

　

そ
の
内
容
は
、
二
〇
一
一
年
七
月

一
日
以
降
に
採
用
し
た
従
業
員
の
退

職
年
齢
を
こ
れ
ま
で
の
六
〇
歳
か
ら

六
五
歳
に
引
き
上
げ
る
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
勤
続
三
〇
年
以
上
で
六
〇
歳

を
超
え
た
従
業
員
が
六
五
歳
に
な
る

前
に
退
職
し
た
場
合
に
は
年
金
月
額

を
〇
・
二
五
％
削
減
す
る
。
さ
ら
に
、

年
金
の
個
人
負
担
額
が
現
在
の
五
％

か
ら
七
％
へ
引
き
上
げ
ら
れ
る
ほ
か
、

警
察
職
員
が
九
・
三
％
か
ら
一
一
・

五
五
％
へ
、
消
防
職
員
が
九
・
二
％

か
ら
一
一
・
八
〇
％
へ
そ
れ
ぞ
れ
引

き
上
げ
ら
れ
る
。
支
給
す
る
年
金
の

上
限
額
も
制
限
が
加
え
ら
れ
る
こ
と

に
な
る
。

　

こ
の
減
額
は
、
四
七
億
ド
ル
に
の

ぼ
る
退
職
者
向
け
年
金
、
医
療
保
険

の
積
立
不
足
を
反
映
し
た
も
の
で
あ

る
。

　

ウ
ィ
ス
コ
ン
シ
ン
州
同
様
、

ニ
ュ
ー
ハ
ン
プ
シ
ャ
ー
州
で
行
わ
れ

て
い
る
労
働
条
件
、
社
会
保
障
水
準

低
下
の
取
り
組
み
は
新
た
に
雇
用
す

る
従
業
員
に
対
す
る
も
の
と
し
て
い

る
。
こ
れ
は
、
労
働
組
合
員
間
で
待

遇
に
差
が
生
ま
れ
る
二
階
建
て
構
造

を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ

と
が
労
働
組
合
員
間
に
新
た
な
対
立

を
も
た
ら
し
か
ね
な
い
。

【
参
考
資
料
】
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職
業
訓
練
政
策
で
産
業
界
と

連
携
の
試
み

　

六
月
一
三
日
、
オ
バ
マ
大
統
領
は

ノ
ー
ス
カ
ロ
ラ
イ
ナ
州
ダ
ー
ハ
ム
で

高
技
能
労
働
者
育
成
に
関
す
る
ス

ピ
ー
チ
を
行
っ
た
。

　

現
在
、
科
学
技
術
職
種
を
募
集
す

る
企
業
は
求
め
る
能
力
を
有
す
る
応

募
者
を
見
つ
け
る
こ
と
が
難
し
い
状

況
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
企
業
が

求
め
る
能
力
と
求
職
者
の
能
力
が
乖

離
し
て
い
る
こ
と
が
原
因
で
あ
る
。

　

ス
ピ
ー
チ
は
こ
の
現
状
を
踏
ま
え

て
行
わ
れ
た
。

　

求
職
者
に
対
す
る
職
業
訓
練
は
現

在
で
も
行
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

企
業
と
求
職
者
と
の
間
で
求
め
る
能

力
と
持
っ
て
い
る
能
力
の
ミ
ス
マ
ッ

チ
が
あ
る
。

　

こ
の
ミ
ス
マ
ッ
チ
を
解
消
し
て
職

業
訓
練
の
効
果
を
高
め
る
た
め
、
実

際
に
人
材
募
集
を
行
う
企
業
を
参
加

さ
せ
る
方
策
が
試
み
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
、「
デ
ッ
キ
に
す
べ
て
の
手
を

（A
ll-hands-on-deck strategy

）」

と
名
付
け
ら
れ
て
い
る
。
具
体
的
に

は
、
連
邦
政
府
が
民
間
企
業
と
連
携

す
る
こ
と
を
通
じ
て
毎
年
一
万
人
の

技
能
労
働
者
を
育
成
す
る
こ
と
を
目

標
と
し
て
い
る
。

　

同
様
の
ス
ピ
ー
チ
は
六
月
八
日
に

バ
ー
ジ
ニ
ア
州
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア

の
北
部
バ
ー
ジ
ニ
ア
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

カ
レ
ッ
ジ
で
も
行
わ
れ
た
。
こ
こ
で

は
、
求
職
者
の
職
業
訓
練
に
企
業
と

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
カ
レ
ッ
ジ
が
参
加
す

る
こ
と
お
よ
び
、
連
邦
政
府
が
継
続

的
に
財
政
支
援
を
行
う
こ
と
の
重
要

性
が
強
調
さ
れ
た
。
そ
の
目
的
は
、

ミ
ド
ル
ク
ラ
ス
の
育
成
と
、
現
在
の

ミ
ド
ル
ク
ラ
ス
が
そ
の
地
位
を
維
持
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す
る
こ
と
で
あ
る
。

　

大
統
領
は
政
府
が
ク
リ
ー
ン
エ
ネ

ル
ギ
ー
や
職
業
訓
練
に
対
す
る
投
資

か
ら
手
を
引
け
ば
、
授
業
料
の
高
騰

に
よ
る
個
人
負
担
の
増
額
を
招
く
と

指
摘
し
た
。
ま
た
、
外
国
と
の
競
争
、

国
外
の
低
賃
金
を
容
認
す
れ
ば
、
米

国
の
製
造
業
の
存
在
価
値
が
な
く
な

る
と
し
た
。

　

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
カ
レ
ッ
ジ
で
行
う

訓
練
と
企
業
を
つ
な
ぐ
方
策
は
「
ア

メ
リ
カ
の
未
来
の
為
の
技
能（S

kills 
for A

m
erica's F

uture

）」
と
名
付

け
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
中
身
は
工
場

の
生
産
現
場
と
教
室
を
つ
な
ぐ
も
の

で
あ
る
。そ
の
た
め
、企
業
側
の
ニ
ー

ズ
と
職
業
訓
練
を
直
結
さ
せ
る
だ
け

で
な
く
、
労
働
者
側
は
企
業
側
が
認

識
し
や
す
く
す
る
技
能
資
格
を
取
得

す
る
よ
う
促
し
て
い
る
。

　

た
と
え
ば
、全
米
製
造
業
協
会（
Ｎ

Ａ
Ｍ
）
は
会
員
企
業
と
と
も
に
製
造

業
に
お
け
る
技
能
資
格
認
定
制
度
を

設
定
し
て
い
る
。
政
府
は
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
カ
レ
ッ
ジ
を
通
じ
て
労
働
者
が

こ
の
よ
う
な
資
格
の
取
得
を
奨
励
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
企
業
や

地
域
を
超
え
て
労
働
者
が
移
動
し
た

場
合
に
サ
ポ
ー
ト
と
な
る
こ
と
を
期

待
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

現
在
、「
ア
メ
リ
カ
の
未
来
の
為
の

技
能（Skills for America's Future

）」

は
委
員
会
形
式
で
運
営
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
に
は
、
ハ
イ
ア
ッ
ト
ホ
テ
ル
リ

ゾ
ー
ツ
を
経
営
す
る
プ
リ
ッ
ツ
カ
ー

グ
ル
ー
プ
、
モ
ト
ロ
ー
ラ
ー
、
ア
ク

セ
ン
チ
ュ
ア
、
グ
ル
ー
ポ
ン
な
ど
の

経
営
者
に
加
え
、
全
米
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
カ
レ
ッ
ジ
協
会
な
ど
が
参
加
し

て
お
り
、
企
業
ニ
ー
ズ
と
職
業
訓
練

の
連
携
が
試
み
ら
れ
て
い
る
。

【
参
考
資
料
】
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ド
イ
ツ
①

四
人
に
一
人
の
父
親
が
育
休

取
得
━
━
大
半
は
短
期

　

連
邦
統
計
局
は
五
月
一
九
日
、
二

〇
〇
九
年
に
お
け
る
父
親
の
両
親
手

当
の
受
給
率
は
二
三
・
六
％
で
あ
っ

た
と
発
表
し
た
。
育
児
休
業
を
取
得

し
て
両
親
手
当
を
受
給
し
た
父
親
の

数
は
、
新
生
児
数
の
六
六
・
五
万
人

に
対
し
、
一
五
・
七
万
人
（
二
三
・

六
％
）
で
、
そ
の
大
半
は
い
わ
ゆ
る

「
パ
ー
ト
ナ
ー
月
」
に
該
当
す
る
二

カ
月
間
の
み
の
短
期
受
給
だ
っ
た
。

な
お
、
同
時
期
の
母
親
の
両
親
手
当

取
得
率
は
九
六
％
で
、
そ
の
う
ち
九

割
は
一
二
カ
月
間
の
受
給
と
な
っ
て

い
た
。

育
休
二
カ
月
の
父
親
は
七
五
％

　

両
親
手
当
（E

lterngeld

）
は
、

育
児
の
た
め
に
休
業
も
し
く
は
部
分

休
業
（
週
三
〇
時
間
以
内
の
時
短
勤

務
も
受
給
可
能
）
を
す
る
親
の
所
得

損
失
分
の
六
七
％（
１
）を
補
填
す
る

制
度
で
二
〇
〇
七
年
に
導
入
さ
れ
た
。

そ
れ
以
前
に
は
定
額
制
の
「
育
児
手

当
（E

rziehungsgeld

）」
が
あ
っ

た
が
、
支
給
額
が
原
則
三
〇
〇
ユ
ー

ロ
（
月
額
）
と
少
額
の
た
め
多
く
の

家
族
に
と
っ
て
効
果
的
な
所
得
保
障

と
な
り
得
ず
、
そ
の
た
め
一
家
の
稼

ぎ
手
で
あ
る
こ
と
が
多
い
父
親
の
育

休
取
得
の
困
難
さ
な
ど
が
指
摘
さ
れ

て
い
た
。
両
親
手
当
は
こ
の
よ
う
な

課
題
を
解
決
し
、
子
育
て
期
の
働
く

親
を
支
援
す
る
目
的
で
導
入
さ
れ
た
。

　

両
親
手
当
は
、
ど
ち
ら
か
片
方
の

親
だ
け
が
受
給
す
る
場
合
は
最
大
一

二
カ
月
間
支
給
さ
れ
る
が
、
も
う
一

方
の
親
も
受
給
す
る
場
合
は
さ
ら
に

二
カ
月
延
長
さ
れ
、
最
大
一
四
カ
月

間
支
給
さ
れ
る
。
こ
の
追
加
の
二
カ

月
分
は
「
パ
ー
ト
ナ
ー
月
（P

art-
nerm

onate

）」
と
呼
ば
れ
、
二
人
目

の
親
が
育
児
休
業
を
取
得
し
な
け
れ

ば
受
給
権
は
消
滅
す
る
。
ド
イ
ツ
の

場
合
、
受
給
期
間
を
最
大
の
一
四
カ

月
間
に
し
よ
う
と
し
て
こ
の
「
パ
ー

ト
ナ
ー
月
」
の
二
カ
月
だ
け
父
親
が

両
親
手
当
を
受
給
す
る
ケ
ー
ス
が
多

い
。
実
際
、
二
〇
〇
九
年
に
受
給
期

間
が
二
カ
月
だ
っ
た
父
親
の
割
合
は

七
五
％
を
占
め
た
が
、
こ
の
割
合
は

前
年
の
七
二
％
よ
り
若
干
増
加
し
た
。

な
お
、
ひ
と
り
親
の
場
合
や
片
方
の

親
が
病
気
等
で
育
児
が
で
き
な
い
場

合
は
、
最
初
か
ら
最
大
一
四
カ
月
間

支
給
さ
れ
る
。
両
親
が
同
時
に
取
得

す
る
場
合
は
各
々
最
大
七
カ
月
間
、

ま
た
、
毎
月
支
給
額
を
半
額
に
し
た

場
合
、
期
間
が
二
倍
に
延
長
さ
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
父
親
の
育
休
期
間
は

大
半
が
二
カ
月
間
と
短
い
も
の
の
、

同
制
度
の
導
入
に
よ
っ
て
二
〇
〇
七

年
以
前
に
は
三
％
に
過
ぎ
な
か
っ
た

男
性
の
育
休
取
得
率
が
大
幅
に
増
加

し
、
父
親
の
育
児
参
加
が
進
ん
だ
。

ま
た
、
連
邦
家
族
省
（
Ｂ
Ｍ
Ｆ
Ｓ
Ｆ

Ｊ
）
が
研
究
機
関
に
委
託
し
て
家
族

政
策
に
関
す
る
国
民
の
意
識
や
評
価

を
調
査
し
た
「
家
族
モ
ニ
タ
ー
二
〇

一
〇
（F

am
ilienm

onitor 2010

）」

に
よ
る
と
、
調
査
対
象
者
の
七
三
％

が
二
〇
〇
七
年
に
導
入
さ
れ
た
両
親

手
当
を
好
意
的
に
評
価
し
て
い
る
。

最
高
は
ザ
ク
セ
ン
州
の
三
〇
・
七
％

　

表
は
、
二
〇
〇
九
年
一
月
～
一
二

月
の
一
年
間
に
生
ま
れ
た
新
生
児
に

対
す
る
両
親
手
当
の
申
請
状
況
を
示

し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
父
親

の
両
親
手
当
取
得
率
が
も
っ
と
も
高

か
っ
た
州
は
ザ
ク
セ
ン
州
の
三
〇
・

七
％
で
、
次
い
で
バ
イ
エ
ル
ン
州
の

三
〇
・
二
％
、
ベ
ル
リ
ン
州
の
二
九
・

六
％
と
続
い
た
。
逆
に
も
っ
と
も
低

か
っ
た
の
は
ザ
ー
ル
ラ
ン
ド
州
の
一

四
・
〇
％
。
ま
た
、
両
親
手
当
の
平

均
受
給
額
（
当
初
月
）
は
、
父
親
が

一
一
七
一
ユ
ー
ロ
と
、
母
親
の
八
六

一
ユ
ー
ロ
よ
り
約
三
六
％
高
か
っ
た
。

こ
の
ほ
か
父
親
の
平
均
受
給
額
が
二

〇
〇
八
年
か
ら
四
〇
ユ
ー
ロ
増
加

（
＋
三
・
五
％
）
し
た
の
に
対
し
、

母
親
は
一
七
ユ
ー
ロ
の
増
加（
＋
二
・

〇
％
）
に
と
ど
ま
っ
た
。

家
族
相
、
政
策
効
果
を
強
調

　

シ
ュ
レ
ー
ダ
ー
連
邦
家
族
相
は

「
二
三
・
六
％
と
い
う
父
親
の
育
休

取
得
率
は
両
親
手
当
の
効
果
の
現
れ

で
、
よ
り
多
く
の
父
親
が
育
児
に
参

加
す
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
」

と
し
て
、
同
制
度
の
成
果
を
強
調
。

し
か
し
、
連
立
相
手
の
自
由
民
主
党

表　新生児に対する両親手当申請（2009年1月～ 12月）

連邦州・都市州 新生児数
合計

父親の両親
手当取得

両親手当の平均額
（当初月、ユーロ）

認可
件数

割合
（%）

両親
とも

父親 母親

バーデン＝ヴェルテン
ベルク州

89 ６７8 2１ 59３ 24.１ 9７0 １248 8７2

バイエルン州 １0３ ７１0 ３１ ３７2 ３0.2 988 １2３６ 88３
ベルリン ３2 １04 95１６ 29.６ 984 １１58 90７
ブランデンブルク州 １8 5３７ 4994 2６.9 8７2 １00７ 825
ブレーメン州 548１ １002 １8.３ 90６ １１02 84３
ハンブルク １６ ７７9 44７６ 2６.７ １0３8 １2１8 9６9
ヘッセン州 50 ７44 １１ 589 22.8 992 １22７ 9１2
メクレンブルク＝フォ
アポンメルン州

１３ 0１4 ３000 2３.１ 825 988 ７７4

ニーダーザクセン州 ６2 228 １３ １8７ 2１.2 899 １１5３ 820
ノルトライン＝ヴェス
トファーレン州

１45 029 2６ 2７１ １8.１ 95６ １１98 88７

ラインラント＝プファ
ルツ州

３0 88１ ６0７2 １9.７ 924 １１７9 848

ザールラント州 ６92７ 9６７ １4.0 908 １25３ 8３３
ザクセン州 ３4 09３ １0 4７5 ３0.７ 8３8 9７３ ７8３
ザクセン＝アンハルト
州

１７ １44 ３24１ １8.9 8１4 95１ ７７5

シュレースヴィヒ＝ホ
ルシュタイン州

2１ 92３ 4３0６ １9.６ 8７３ １１45 800

テューリンゲン州 １６ 854 4７49 28.2 820 9６0 ７６8
ドイツ全土 ６６5 １2６ １5６ 8１0 2３.６ 94１ １１７１ 8６１
資料出所：連邦統計局（20１１年5月）
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（
Ｆ
Ｄ
Ｐ
）
か
ら
は
多
額
の
財
源
を

要
す
る
両
親
手
当
の
費
用
対
効
果
を

疑
問
視
す
る
声
も
上
が
っ
て
い
る
。

同
相
は
、
父
親
の
育
児
参
加
を
さ
ら

に
促
進
す
る
た
め「
パ
ー
ト
ナ
ー
月
」

を
現
行
の
二
カ
月
か
ら
四
カ
月
に
拡

張
し
、
そ
れ
に
伴
っ
て
最
大
支
給
期

間
を
一
四
カ
月
か
ら
一
六
カ
月
に
す

る
計
画
を
打
ち
出
し
て
い
る
が
、
こ

れ
ま
で
の
と
こ
ろ
財
政
難
を
理
由
に

実
施
を
見
送
っ
て
い
る
。

　

二
〇
〇
九
年
の
新
生
児
数（
六
六
・

五
万
人
）
は
、
統
計
を
取
り
始
め
た

一
九
四
六
年
以
降
最
低
で
、
最
多

だ
っ
た
一
九
六
四
年
の
約
半
分
。
合

計
特
殊
出
生
率
も
前
年
（
二
〇
〇
八

年
）
の
一
・
三
八
か
ら
一
・
三
六
に

低
下
し
た
。
連
邦
統
計
局
で
は
こ
の

理
由
を
出
産
可
能
年
齢
（
一
五
歳
～

四
九
歳
）
の
女
性
の
人
口
が
減
少
し

た
た
め
と
し
て
お
り
、
こ
の
ま
ま
少

子
化
が
続
け
ば
今
後
五
〇
年
間
の
う

ち
に
約
一
七
〇
〇
万
人
（
現
人
口
の

約
二
割
強
に
該
当
）
の
人
口
が
減
少

す
る
と
予
測
し
て
い
る
。
出
生
率
低

下
の
発
表
を
受
け
て
メ
ル
ケ
ル
首
相

は
、
ド
イ
ツ
政
府
は
今
後
両
親
手
当

を
含
め
、
一
層
の
積
極
的
な
少
子
化

対
策
を
実
施
す
る
必
要
が
あ
る
と
し

て
い
る
。

［
注
］

１　

両
親
手
当
（E

lterngeld

）
は
、
二
〇

〇
七
年
一
月
一
日
に
施
行
さ
れ
た
「
連

邦
両
親
手
当
及
び
両
親
休
暇
法

（B
u

n
d

e
s

e
lte

r
n

g
e

ld
-

 u
n

d 

E
lternzeitgesetz

（
Ｂ
Ｅ
Ｅ
Ｇ
）」
に
基

づ
き
、
子
ど
も
の
出
生
前
一
年
間
の
平

均
月
額
所
得
の
六
七
％
を
補
填
す
る
制

度
で
、
上
限
支
給
額
は
月
額
一
八
〇
〇

ユ
ー
ロ
で
あ
る
。
最
低
支
給
額
は
月
額

三
〇
〇
ユ
ー
ロ
で
、
子
ど
も
の
出
生
前

に
就
労
に
よ
る
収
入
が
な
か
っ
た
親
に

対
し
て
支
給
さ
れ
る
。
ま
た
、
年
間
課

税
所
得
が
一
人
二
五
万
ユ
ー
ロ
、
も
し

く
は
夫
婦
の
年
間
課
税
所
得
の
合
計
が

五
〇
万
ユ
ー
ロ
を
超
え
る
高
額
所
得
者

は
同
手
当
の
請
求
が
で
き
な
い
。
な
お
、

二
〇
一
一
年
一
月
か
ら
、
新
た
に
二
〇

一
一
年
予
算
関
連
法
（H

B
eglG

 2011

）

に
基
づ
き
、
平
均
月
額
所
得
が
一
二
〇

〇
ユ
ー
ロ
を
超
え
た
場
合
、
超
過
二
ユ
ー

ロ
に
つ
き
〇
・
一
％
ず
つ
の
下
限
六
五
％

ま
で
補
填
率
が
引
き
下
げ
ら
れ
た
。
ま
た
、

同
法
に
基
づ
き
、
失
業
給
付
Ⅱ
、
社
会

扶
助
、
お
よ
び
児
童
加
算
の
受
給
者
に

対
し
て
は
、
給
付
算
定
時
に
両
親
手
当

を
追
加
的
な
収
入
と
し
て
考
慮
す
る
こ

と
に
な
っ
た
（
そ
れ
ま
で
は
、
上
記
の

給
付
と
両
親
手
当
は
別
個
の
も
の
と
し

て
対
象
者
に
支
給
さ
れ
て
い
た
）。

【
参
考
資
料
】
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ド
イ
ツ
②

休
暇
に
関
す
る
労
働
協
約
―

大
半
は
年
休
三
〇
日
、
手
当

最
大
二
〇
五
八
ユ
ー
ロ

　

ハ
ン
ス
・
ベ
ッ
ク
ラ
ー
財
団
経
済

社
会
科
学
研
究
所
（
Ｗ
Ｓ
Ｉ
）
は
五

月
二
四
日
、
二
二
の
産
業
で
働
く
労

働
者
の
休
暇
に
関
す
る
調
査
結
果
を

発
表
し
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
大
半

の
労
働
者
は
労
働
協
約
に
よ
り
約
三

〇
日
の
休
暇
と
そ
れ
に
伴
う
休
暇
手

当
を
受
給
し
て
い
た
が
、
休
暇
手
当

が
請
求
で
き
る
の
は
労
働
協
約
に
関

連
規
定
が
あ
る
場
合
の
み
で
、
額
も

産
業
に
よ
っ
て
一
五
五
ユ
ー
ロ
～
二

〇
五
八
ユ
ー
ロ（
割
増
賃
金
を
除
く
）

と
幅
が
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。

二
〇
一
一
年
は
八
業
種
で
休
暇
手

当
額
が
増
加 

　

ド
イ
ツ
で
は
連
邦
休
暇
法

（B
U

rlG

）
に
基
づ
き
、
六
カ
月
以

上
の
継
続
勤
務
を
し
て
い
る
労
働
者

は
年
間
で
最
低
二
四
日
間
の
有
給
休

暇
を
取
得
す
る
権
利
が
保
障
さ
れ
て

い
る
。
二
〇
一
一
年
の
労
働
協
約
で

合
意
し
た
有
給
休
暇
の
付
与
日
数
は
、

大
半
が
こ
の
法
定
基
準
を
大
幅
に
上

回
る
三
〇
日
だ
っ
た
。

　

休
暇
手
当
を
地
域
別
に
み
る
と
旧

西
ド
イ
ツ
地
域
の
方
が
旧
東
ド
イ
ツ

よ
り
も
高
額
で
、
産
業
別
に
み
る
と

支
給
額
が
少
な
か
っ
た
の
は
「
石
炭

鉱
業
」
お
よ
び
「
農
業
」
の
労
働
者

で
、
多
か
っ
た
の
は
「
木
材
・
プ
ラ

ス
チ
ッ
ク
加
工
業
」、「
金
属
産
業
」、

「
印
刷
産
業
」
な
ど
の
労
働
者
だ
っ

た
（
図
）。

　

な
お
、
連
邦
・
各
州
・
市
町
村
の

公
務
員
は
労
働
協
約
上
の
休
暇
手
当

規
定
が
な
く
、
公
務
員
俸
給
に
関
す

る
種
々
の
法
律
で
全
て
規
定
さ
れ
て

い
る
。
銀
行
業
お
よ
び
エ
ネ
ル
ギ
ー

産
業
も
、
労
働
協
約
に
よ
る
休
暇
手

当
は
な
く
、
別
途
規
定
が
な
さ
れ
て

い
る
。

　

前
年
（
二
〇
一
〇
年
）
と
比
較
す

る
と
、
休
暇
手
当
は
調
査
対
象
の
二

二
産
業
の
う
ち
一
一
産
業
で
変
化
が

な
か
っ
た
が
、
八
産
業
で
増
加
し
た

（
残
り
の「
銀
行
業
」、「
エ
ネ
ル
ギ
ー

産
業
」、「
公
務
員
」
は
前
述
の
理
由

か
ら
休
暇
日
数
の
デ
ー
タ
の
み
）。 

例
え
ば
、
ノ
ル
ト
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル

ク
／
ノ
ル
ト
バ
ー
デ
ン
地
方
の
金
属

産
業
の
労
働
者
は
、
前
年
よ
り
四
七

ユ
ー
ロ
増
え
て
一
七
九
三
ユ
ー
ロ
、

ザ
ク
セ
ン
州
の
同
労
働
者
は
四
二

ユ
ー
ロ
増
の
一
五
九
一
ユ
ー
ロ
で

あ
っ
た
。
ま
た
、
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー

レ
ン=

リ
ッ
ペ
地
方
の
木
材
・
プ
ラ

ス
チ
ッ
ク
加
工
産
業
で
は
、
事
務
職

員
は
三
五
ユ
ー
ロ
増
の
二
〇
五
八

ユ
ー
ロ
だ
っ
た
。
こ
の
ほ
か
、
ノ
ル

ト
ラ
イ
ン
・
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン

の
小
売
業
労
働
者
は
一
六
ユ
ー
ロ
増

の
一
〇
七
〇
ユ
ー
ロ
、
ブ
ラ
ン
デ
ン

ブ
ル
ク
州
の
同
労
働
者
は
一
四
ユ
ー

ロ
増
の
九
四
九
ユ
ー
ロ
で
あ
っ
た
。

【
参
考
資
料
】
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（
国
際
研
究
部
）

フ
ラ
ン
ス

雇
用
情
勢
に
改
善
傾
向

　

フ
ラ
ン
ス
に
も
雇
用
情
勢
改
善
の

兆
し
が
で
て
き
た
。Ｉ
Ｎ
Ｓ
Ｅ
Ｅ（
フ

ラ
ン
ス
国
立
統
計
経
済
研
究
所
）
が

発
表
し
た
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
第
一

四
半
期
の
失
業
率
（
Ｉ
Ｌ
Ｏ
定
義
）

は
九
・
二
％
（
フ
ラ
ン
ス
本
土
）
で
、

昨
年
第
４
四
半
期
と
比
べ
て
〇
・
一

ポ
イ
ン
ト
低
下
し
た
。
ま
た
、
政
府

が
発
表
し
た
カ
テ
ゴ
リ
ー
Ａ
の
求
職

旧西独地域

旧東独地域

2.058€

1.254€

1.793€

1.701€

1.701€

1.282€

1.282€

木材・プラスチック加工産業

金属産業

印刷産業

小売業

総合建設業

繊維産業

化学産業

菓子産業

農業

石炭鉱業

保険業

949€

1.070€

903€

1.007€

315€

648€

614€

614€

267€

414€

155€

195€

156€

1.591€

図　労働協約における休暇手当（産業別、2011年）
（平均賃金層の休暇手当額）

資料出所：WSI－労働協約アーカイブ（20１１年5月）
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者
（
無
職
状
態
で
積
極
的
な
求
職
活

動
を
義
務
づ
け
ら
れ
る
）
数
も
四
カ

月
連
続
で
減
少
を
続
け
て
い
る
。

若
年
者
の
失
業
が
減
少

　

フ
ラ
ン
ス
労
働
・
雇
用
・
保
健
省 

（M
inistère du T

ravail, de 
l'E

m
ploi et de la S

anté
）
の
発
表

に
よ
る
と
、
四
月
末
時
点
で
の
カ
テ

ゴ
リ
ー
Ａ
の
求
職
者
（
積
極
的
に
就

職
活
動
を
行
な
っ
て
い
る
求
職
者
の

う
ち
、
今
年
四
月
の
一
カ
月
間
に
就

業
活
動
を
一
切
行
な
わ
な
か
っ
た
者
、

注
一
参
照
）
数
は
二
六
六
万
九
一
〇

〇
人
（
フ
ラ
ン
ス
本
土
）
で
、
前
月

末
時
点
と
比
べ
て
一
万
九
〇
〇
人

（
〇
・
四 

ポ
イ
ン
ト
）
減
少
し
た
。

カ
テ
ゴ
リ
ー
Ａ
の
求
職
者
数
は
、
今

年
に
入
っ
て
、
四
カ
月
連
続
で
僅
か

ず
つ
で
は
あ
る
が
減
少
を
続
け
て
お

り
、
四
カ
月
間
で
五
万
三
四
〇
〇
人

の
減
少
と
な
っ
た
。
同
様
に
、
カ
テ

ゴ
リ
ー
Ａ
＋
Ｂ
＋
Ｃ
の
求
職
者
（
積

極
的
に
就
職
活
動
を
行
っ
て
い
る
求

職
者
、
就
業
時
間
は
問
わ
な
い
）
数

も
前
月
か
ら
六
三
〇
〇
人
減
少
し
た

四
〇
三
万
九
一
〇
〇
人
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
カ
テ
ゴ
リ
ー
Ａ
と
カ
テ

ゴ
リ
ー
Ａ
＋
Ｂ
＋
Ｃ
と
い
う
二
つ
の

指
標
に
同
様
の
傾
向
が
見
ら
れ
る
の

は
、
久
し
ぶ
り
の
こ
と
で
あ
る
。

　

特
に
改
善
傾
向
が
色
濃
く
見
ら
れ

る
の
は
若
年
層
だ
。
カ
テ
ゴ
リ
ー
Ａ

の
求
職
者
の
う
ち
二
五
歳
未
満
の
求

職
者
数
は
前
月
比
〇
・
六
ポ
イ
ン
ト

減
少
し
た
四
二
万
三
七
〇
〇
人
と
な

り
、
二
〇
〇
九
年
初
頭
の
水
準
に
ま

で
回
復
し
た
。
一
年
で
七
・
一
％
の

減
少
と
な
っ
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
推
移
に
グ
ザ
ヴ
ィ
エ
・

ベ
ル
ト
ラ
ン
労
働
・
雇
用
・
保
健
相

は
、「
こ
れ
ら
の
状
況
は
二
〇
〇
八
年

初
頭
の
水
準
で
あ
り
、
つ
ま
り
経
済

危
機
以
来
の
見
る
べ
き
改
善
と
言
え

る
。
若
年
者
雇
用
が
好
ま
し
い
傾
向

に
あ
る
こ
と
、
管
理
職
の
雇
用
が
改

善
し
て
い
る
こ
と
、
超
過
勤
務
が
増

え
て
い
る
こ
と
な
ど
を
加
味
す
る
と
、

危
機
の
出
口
が
は
っ
き
り
と
見
え
て

き
た
」
と
喜
び
を
抑
え
る
こ
と
な
く

コ
メ
ン
ト
し
た
。
し
か
し
雇
用
市
場

に
は
一
方
で
複
数
の
懸
念
材
料
も
存

在
し
て
お
り
、
情
勢
の
先
行
き
は
不

透
明
と
見
る
向
き
も
あ
る
。

中
高
年
、
長
期
失
業
者
数
は
増
加

　

全
体
的
な
求
職
者
数
減
少
傾
向
の

陰
で
、カ
テ
ゴ
リ
ー
Ｂ
の
求
職
者（
月

七
八
時
間
未
満
就
労
し
て
お
り
積
極

的
な
求
職
活
動
を
義
務
づ
け
ら
れ
る

者
）
数
は
増
加
し
て
お
り
、
一
カ
月

で
〇
・
九
％
、
一
年
で
五
％
増
加
し

て
五
四
万
八
一
〇
〇
人
に
達
し
た
。

こ
れ
は
失
業
予
備
軍
が
未
だ
市
場
内

に
存
在
す
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

　

二
つ
目
の
懸
念
材
料
は
中
高
年
の

失
業
。
五
〇
歳
以
上
の
失
業
者
数
は

四
月
さ
ら
に
増
加
し
て
五
二
万
九
一

〇
〇
人
に
な
っ
た
。
一
カ
月
で
〇
・

七
％
、
一
年
で
一
二
・
九
％
の
増
加

で
あ
る
。
こ
の
増
加
は
、
二
〇
〇
八

年
八
月
一
日
の
法
律
で
求
職
活
動
免

除
の
適
用
が
段
階
的
に
厳
し
く
な
っ

た
こ
と
が
背
景
の
一
因
に
あ
る
の
で

は
な
い
か
と
見
ら
れ
て
い
る
。
政
府

の
発
表
に
よ
る
と
、
昨
年
こ
の
求
職

活
動
免
除
措
置
の
適
用
を
受
け
た

（
そ
の
た
め
求
職
登
録
し
て
い
な
い
）

失
業
者
数
は
五
万
八
七
〇
〇
人
で
あ

り
、
二
〇
〇
九
年
と
比
較
す
る
と
約

四
分
の
一
減
少
、
二
〇
〇
八
年
と
比

較
す
る
と
半
減
し
て
い
る
。

　

三
つ
目
の
懸
念
材
料
は
長
期
失
業

者
で
あ
る
。
長
期
失
業
者
数
は
依
然

増
加
を
続
け
て
い
る
。
今
年
四
月
、

長
期
失
業
者（
一
年
以
上
の
失
業
者
）

数
は
前
月
比
で
〇
・
一
ポ
イ
ン
ト
増

加
し
て
一
五
三
万
二
三
〇
〇
人
に
達

し
た
。
長
期
失
業
者
が
労
働
市
場
に

戻
る
の
は
依
然
と
し
て
容
易
な
こ
と

で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。

経
済
成
長
に
期
待

　

政
府
は
成
長
の
回
復
が
労
働
市
場

に
良
い
影
響
を
及
ぼ
し
、
今
後
数
カ

月
で
失
業
の
減
少
は
確
実
な
も
の
に

な
る
と
期
待
し
て
い
る
。
二
〇
一
一

年
に
成
長
が
二
％
を
超
え
る
と
い
う

Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
の
予
測
も
、
こ
の
シ
ナ
リ

オ
を
後
押
し
し
て
い
る
よ
う
だ
。
し

か
し
、
二
〇
〇
九
年
六
月
一
日
か
ら

積
極
的
連
帯
所
得
手
当
（
Ｒ
Ｓ
Ａ
）

の
受
益
者
に
新
た
に
課
せ
ら
れ
た
求

職
義
務
の
影
響
で
、
登
録
求
職
者
数

が
大
幅
に
増
加
す
る
可
能
性
も
一
部

で
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
経
済
成
長
が

実
現
す
れ
ば
、
失
業
率
の
わ
ず
か
な

低
下
が
可
能
に
な
る
で
あ
ろ
う
が
、

市
場
に
残
る
い
く
つ
か
の
懸
念
材
料

は
先
行
き
の
不
安
感
を
完
全
に
払

し
ょ
く
す
る
ま
で
に
は
至
っ
て
い
な

い
。

［
注
］

１　

フ
ラ
ン
ス
で
は
、
失
業
者
を
「
不
就

労
者
」
で
は
な
く
「
求
職
者
」
と
み
な

し
て
い
る
。
雇
用
調
査
統
計
局
（
Ｄ
Ａ

Ｒ
Ｅ
Ｓ
）
が
毎
月
発
表
す
る
雇
用
統
計
は
、

雇
用
局
（P

ôle em
ploi

）
の
求
職
者
登

録
デ
ー
タ
に
よ
る
も
の
で
、
雇
用
局
に

登
録
し
た
求
職
者
の
概
念
は
、
Ｉ
Ｌ
Ｏ

（
国
際
労
働
機
関
）
定
義
の
失
業
者
と

は
異
な
る
。
求
職
者
は
「
積
極
的
な
求

職
活
動
を
行
う
義
務
が
あ
り
、
か
つ
す

ぐ
に
働
け
る
状
況
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」
と
い
う
法
的
規
則
を
基
準
と
し
て
、

カ
テ
ゴ
リ
ー
Ａ
、
Ｂ
、
Ｃ
に
分
類
さ
れ
る
。

求
職
者
の
限
定
的
就
業
は
認
め
ら
れ
て

お
り
、
求
職
活
動
を
免
除
さ
れ
る
カ
テ

ゴ
リ
ー
Ｄ
、
Ｅ
も
あ
る
。
通
常
カ
テ
ゴ

リ
ー
Ａ
の
求
職
者
が
「
失
業
者

C
hôm

eur

」、又
は
、「（
狭
義
の
）求
職
者
」

と
し
て
扱
わ
れ
、
以
下
、
月
に
七
八
時

間
未
満
就
労
し
て
い
て
積
極
的
な
求
職

活
動
を
義
務
づ
け
ら
れ
る
：
カ
テ
ゴ

リ
ー
Ｂ
、
月
に
七
八
時
間
以
上
就
労
し

て
い
て
、
積
極
的
な
求
職
活
動
を
義
務

づ
け
ら
れ
る
：
カ
テ
ゴ
リ
ー
Ｃ
、
職
の

有
無
に
か
か
わ
ら
ず
積
極
的
な
求
職
活

動
を
義
務
づ
け
ら
れ
る
求
職
者
：
カ
テ

ゴ
リ
ー
Ａ
＋
Ｂ
＋
Ｃ
、
職
業
訓
練
中
な

ど
で
無
職
の
状
態
に
あ
る
求
職
者
：
カ

テ
ゴ
リ
ー
Ｄ
、
特
殊
雇
用
契
約
等
に
よ

る
就
業
中
の
求
職
者
：
カ
テ
ゴ
リ
ー
Ｅ

と
な
る
。
一
方
、
フ
ラ
ン
ス
国
立
統
計

経
済
研
究
所
（
Ｉ
Ｎ
Ｓ
Ｅ
Ｅ
）
は
四
半

期
ご
と
に
雇
用
統
計
を
再
集
計
し
、
Ｉ

Ｌ
Ｏ
定
義
に
よ
る
失
業
率
も
発
表
し
て

い
る
。

（
国
際
研
究
部
）

韓
国

岐
路
に
立
つ
「
外
国
人
雇
用

許
可
制
度
」

　

韓
国
の「
外
国
人
雇
用
許
可
制
度
」

が
六
月
二
三
日
、「
公
共
行
政
に
お
け

る
腐
敗
防
止
と
戦
い
（preventing 

and com
bating corruption in the 

public service

）」
分
野
に
お
け
る

「
国
連
公
共
行
政
賞
（U

nited 
N

a
tio

n
s P

u
b

lic S
e
rv

ice 
A

w
ards

）」
大
賞
を
受
賞
し
た
。
国

連
が
優
れ
た
公
共
行
政
政
策
に
対
し

て
贈
る
も
の
で
、
公
共
行
政
分
野
で

は
も
っ
と
も
権
威
の
あ
る
賞
と
さ
れ

る
。研

修
生
制
度
か
ら
雇
用
許
可
制
度
へ

　

今
回
受
賞
の
対
象
と
な
っ
た
「
外
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国
人
雇
用
許
可
制
度
」
は
二
〇
〇
四

年
八
月
一
七
日
か
ら
施
行
・
運
営
さ

れ
て
き
た
制
度
で
、
目
的
は
単
純
技

能
人
材
の
不
足
を
賄
う
た
め
の
外
国

人
労
働
者
の
雇
用
に
あ
る
。

　

韓
国
は
戦
後
、
労
働
力
の
輸
出
国

で
あ
っ
た
が
、
一
九
八
〇
年
後
半
か

ら
外
国
か
ら
労
働
力
を
輸
入
す
る
立

場
に
逆
転
し
た
。
特
に
単
純
技
能
分

野
の
労
働
力
不
足
は
深
刻
で
、
そ
れ

を
解
消
す
べ
く
、
一
九
九
一
年
一
一

月
か
ら
「
外
国
人
研
修
生
制
度
」
を

運
用
し
始
め
た
。
こ
の
制
度
は
当
初
、

海
外
投
資
を
行
っ
て
い
た
大
企
業
だ

け
が
認
め
ら
れ
た
が
、
次
第
に
中
小

企
業
も
そ
の
制
度
を
利
用
す
る
よ
う

に
な
っ
た
。
一
九
九
三
年
政
府
は
国

内
労
働
者
が
敬
遠
す
る
業
種
、
い
わ

ゆ
る
三
Ｄ
業
種（
１
）に
二
万
人
の
外

国
人
研
修
生
を
受
け
入
れ
た
。

　

当
時
、
外
国
人
労
働
者
の
受
け
入

れ
に
関
し
て
は
激
し
い
論
争
が
あ
っ

た
。
労
働
力
不
足
に
悩
ま
さ
れ
て
い

た
事
業
主
が
積
極
的
に
賛
成
を
表
明

し
た
一
方
で
、
自
分
た
ち
の
雇
用
を

脅
か
す
事
を
懸
念
す
る
労
働
組
合
は

反
対
し
た
。
そ
の
結
果
、
韓
国
政
府

は
現
実
問
題
で
あ
る
人
手
不
足
解
消

の
た
め
外
国
か
ら
労
働
者
を
受
け
入

れ
る
も
の
の
、
強
い
反
発
を
避
け
る

た
め
に
研
修
生
制
度
の
延
長
で
あ
る

「
産
業
技
術
研
修
生
制
度
」
を
導
入

す
る
と
し
た
。
し
か
し
、
事
実
上
こ

れ
は
外
国
人
単
純
技
能
労
働
者
の
国

内
就
業
を
認
め
た
制
度
だ
と
評
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
表
面
上

韓
国
政
府
は
外
国
人
の
単
純
技
能
職

へ
の
就
職
を
禁
ず
る
政
策
を
維
持
し

た
。
こ
の
制
度
は
次
第
に
外
国
人
の

不
法
就
労
を
量
産
す
る
こ
と
に
な
り
、

不
法
滞
在
の
外
国
人
労
働
者
に
対
す

る
人
権
侵
害
が
拡
大
す
る
端
緒
と

な
っ
た
。
ま
た
、
外
国
人
労
働
者
本

人
が
韓
国
で
就
職
す
る
た
め
に
多
額

の
支
払
い
（
以
下
、
送
出
費
用
）
を

し
て
い
た
こ
と
も
問
題
に
な
っ
た
。

こ
れ
ら
の
問
題
は
外
国
人
単
純
技
能

人
材
を
合
法
的
に
国
内
就
労
さ
せ
る

制
度
が
必
要
だ
と
い
う
認
識
を
強
め

た
。雇

用
許
可
制
度
の
成
果

　

韓
国
政
府
は
二
〇
〇
三
年
、
外
国

人
の
単
純
技
能
人
材
を
合
法
的
に
認

め
る
「
外
国
人
勤
労
者
の
雇
用
な
ど

に
関
す
る
法
律
」
を
制
定
し
、
二
〇

〇
四
年
八
月
よ
り
「
外
国
人
雇
用
許

可
制
度
」
を
施
行
し
た
。
二
〇
〇
六

年
ま
で
「
産
業
技
術
研
修
生
制
度
」

と
並
行
運
用
さ
れ
た
後
、
二
〇
〇
七

年
か
ら
は
全
面
的
に
雇
用
許
可
制
度

へ
と
移
行
し
た
。

　

雇
用
許
可
制
度
は
既
存
の
産
業
技

術
研
修
生
制
度
の
問
題
点
と
さ
れ
て

い
た
、
①
中
小
企
業
の
人
手
不
足
の

解
消
、
②
外
国
人
送
出
時
の
不
正
、

③
外
国
人
労
働
者
の
人
権
保
護
と
い

う
面
で
一
定
成
果
を
上
げ
た
。
①
に

関
し
て
は
二
〇
一
一
年
二
月
現
在
四

六
万
人
の
外
国
人
単
純
技
能
労
働
者

が
約
八
万
カ
所
の
中
小
企
業
で
就
業

し
、
労
働
力
不
足
を
補
っ
て
い
る
。

②
に
関
し
て
は
労
働
者
の
斡
旋
業
務

を
韓
国
の
雇
用
労
働
部
が
送
出
国
政

府
と
協
定
を
結
び
、
当
該
政
府
が
担

う
事
で
送
出
費
用
を
大
幅
に
下
げ
た

と
さ
れ
る
。
③
に
関
し
て
は
韓
国
の

国
内
労
働
者
と
同
じ
労
働
関
係
法
を

適
用
す
る
た
め
、
事
業
者
に
よ
る
賃

金
未
払
い
が
減
っ
た
。
ま
た
、
外
国

人
労
働
者
の
退
職
金
保
証
の
た
め
事

業
主
が
出
国
満
期
保
険
や
出
国
満
期

一
時
金
信
託
に
加
入
す
る
。
国
民
健

康
保
険
法
に
よ
っ
て
、
雇
用
さ
れ
た

外
国
人
労
働
者
は
加
入
者
と
し
て
見

な
す
と
し
て
い
る
。

　

一
方
、
外
国
人
労
働
者
の
人
権
保

護
団
体
は
雇
用
許
可
制
に
批
判
的
だ
。

送
出
費
用
は
ま
だ
高
額
で
、
事
業
主

の
賃
金
・
退
職
金
未
払
い
も
改
善
さ

れ
て
い
な
い
と
見
て
い
る
。
し
か
し
、

以
前
の
制
度
で
大
き
く
取
り
上
げ
ら

れ
た
諸
問
題
は
制
度
に
よ
っ
て
相
当

改
善
さ
れ
た
と
言
え
る
。

制
度
の
試
練
は
こ
れ
か
ら

　

雇
用
許
可
制
は
こ
れ
か
ら
大
き
な

山
場
を
迎
え
る
。
雇
用
を
許
可
さ
れ

た
外
国
人
労
働
者
の
期
限
満
了
に
伴

う
不
法
滞
在
の
大
幅
な
増
加
が
予
想

さ
れ
る
か
ら
だ
。
不
法
滞
在
者
は
す

で
に
二
〇
一
〇
年
七
月
か
ら
急
増
し

始
め
て
い
る
。
こ
れ
は
全
体
の
不
法

滞
在
者
が
減
少
し
て
き
た
事（
２
）と

は
、
明
ら
か
に
異
な
る
ベ
ク
ト
ル
を

示
す
。
も
ち
ろ
ん
、
雇
用
許
可
制
に

よ
っ
て
入
国
し
た
外
国
人
労
働
者
の

不
法
滞
在
率
六
・
九
％
（
二
〇
一
一

年
二
月
現
在
）
は
、
産
業
研
修
生
制

度
に
よ
る
外
国
人
労
働
者
の
不
法
滞

在
率
六
三
・
八
％
（
二
〇
〇
二
年
一

二
月
現
在
）
と
比
べ
る
と
、
ま
だ
低

い
水
準
で
あ
る
。
し
か
し
、
二
〇
〇

八
年
一
月
に
は
九
、
一
五
三
人
に
過

ぎ
な
か
っ
た
不
法
滞
在
者
が
二
〇
一

〇
年
一
二
月
現
在
一
万
三
、
七
二
五

人
と
五
〇
％
増
え
た
事
に
は
留
意
が

必
要
だ
。
増
加
の
主
な
理
由
は
雇
用

許
可
の
期
間
満
了
に
あ
る
。
二
〇
一

〇
年
七
月
か
ら
本
格
的
に
雇
用
許
可

が
切
れ
た
外
国
人
労
働
者
の
う
ち
、

毎
月
四
〇
〇
～
六
〇
〇
人
が
不
法
滞

在
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
ま
ま
だ
と
、

二
〇
一
二
年
ま
で
に
約
九
万
人
の
期

限
切
れ
の
外
国
人
労
働
者
の
う
ち
、

三
万
二
〇
〇
〇
人
か
ら
四
万
五
〇
〇

〇
人
の
不
法
滞
在
者
が
発
生
す
る
見

通
し
だ
。

　

な
ぜ
外
国
人
労
働
者
は
不
法
滞
在

す
る
の
か
。
こ
れ
に
は
構
造
的
な
要

因
が
存
在
す
る
。
現
在
の
雇
用
許
可

制
は
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
方
式
に
基
づ

く
た
め
、
一
度
許
可
さ
れ
た
外
国
人

労
働
者
は
再
び
雇
用
許
可
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
な
い
。
一
方
、
事
業
主

に
と
っ
て
は
労
働
力
不
足
を
外
国
人

労
働
者
に
頼
ら
な
い
と
解
消
で
き
な

い
た
め
、
違
法
と
認
識
し
つ
つ
不
法

滞
在
の
外
国
人
労
働
者
を
雇
う
。
そ

し
て
、
行
政
側
も
中
小
企
業
の
人
手

不
足
の
事
情
を
良
く
知
っ
て
い
る
た

め
、
厳
し
く
取
り
締
ま
り
が
で
き
な

い
。
こ
れ
が
不
法
滞
在
の
増
加
の
実

態
で
あ
る
。
外
国
人
労
働
者
の
人
権

保
護
団
体
や
研
究
者
ら
は
熟
練
の
外

国
人
労
働
者
に
永
住
権
を
付
与
す
る

事
も
視
野
に
入
れ
た
制
度
の
再
検
討

が
必
要
だ
と
主
張
し
て
い
る
。

　

国
連
公
共
行
政
賞
の
大
賞
を
受
賞

し
た
韓
国
の
「
外
国
人
雇
用
許
可
制

度
」、
真
の
制
度
の
評
価
が
下
さ
る

の
は
こ
れ
か
ら
の
よ
う
だ
。

［
注
］

１　

三
Ｄ
業
種
と
は
難
し
く
（D

iffi
cult

）、

汚
く
（D

irty

）、危
険
な
（D

angerous

）

業
種
を
い
う
。
日
本
の
三
Ｋ
業
種
に
あ

た
る
。
正
確
な
定
義
は
な
く
、
一
般
的

に
韓
国
の
労
働
者
が
敬
遠
す
る
建
築
業
・

鉱
業
・
製
造
業
な
ど
業
種
を
指
す
。

２　

外
国
人
不
法
滞
在
者
の
推
移
：
二
二

万
四
九
六
五
人
（
二
〇
〇
八
年
一
月
）

→
一
六
万
八
五
一
五
人
（
二
〇
一
〇
年

一
二
月
）

【
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